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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ボール紙シート材料で作られ、少なくとも一方が段ボールで作られた、第１のブランク
（２′；３０、３１；６４）及び第２のブランク（１２′、７３）の２つのブランクを含
む、包装用箱を形成するためのブランクのセット（２２、２４、２９、６３、９０）であ
って、
　前記第１のブランクが、固定タブ（８′）によって終端され、互いに対して平行である
第１の折り曲げ線（９′；４７、４８、４９；６９）によって互いに接続され、一方の側
に、前記第１の折り曲げ線に対して直角である第２の折り曲げ線（１１′、７１）によっ
て第１の一続きのフラップに接続された一続きのフラップ（１０′、７０）を備え、他方
の側にフラップがなく箱の底部の壁を形成するように設計された、第１の一続きの少なく
とも４つの主フラップ（３′、４′、５′、６′；６５、６６、６７、６８）を含み、
　前記第２のブランクが、互いに平行な第３の折り曲げ線（１９′；４４、４５、４６；
７９）によって互いに接続され、第２の一続きの少なくとも４つのパネル（１３′、１４
′、１５′、１６′；７５、７６、７７、７８）を含み、前記第１のブランクの主フラッ
プにおけるフラップのない側の底部に前記少なくとも４つのパネルがそれぞれ重ねられる
ことで前記箱の蓋を形成するように設計され、
　前記第１のブランクの２つの隣接しない主フラップ（３′、５′；２５、２７、２８）
が、前記第２のブランクの２つの対向するパネル（１３′、１５′；３３）にそれぞれ接
着されて、所定の寸法の容積を中心として前記第１及び第２のブランクを巻くことによっ
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て箱を折り曲げるときにそれらの相対移動が防止され、
　前記第２のブランクの第３の折り曲げ線（１９′）の少なくとも２つが、前記第１のブ
ランクの第１の折り曲げ線に実質的に関連して合わせられ、前記第２のブランクの１つ以
上の第３の折り曲げ線の部分が、対応する前記第１のブランクの第１の折り曲げ線に対向
する切り取り部又はつぶれ部（８０、８１、８２；９１）を含む、ブランクのセット。
【請求項２】
　２つの前記第１及び第２のブランクが段ボールで作られる、請求項１記載のブランクの
セット。
【請求項３】
　第３の折り曲げ線の、第１の折り曲げ線と実質的に合わせられ、前記第１の折り曲げ線
に対向して位置する部分（８０、８１、８２）に切り取られている、請求項１又は２記載
のブランクのセット。
【請求項４】
　第２のブランクの第３の折り曲げ線の前記部分がクロスヘッド型である、請求項３記載
のブランクのセット。
【請求項５】
　第２のブランクの第３の折り曲げ線の前記部分がＴ字型である、請求項３記載のブラン
クのセット。
【請求項６】
　切り取り部（８０、８１、８２；９１）が、その対応する第３の折り曲げ線からオフセ
ットされる、請求項１～５のいずれか一項記載のブランクのセット。
【請求項７】
　第１のブランクの段ボールの厚さがＥ１であり、第２のブランクの段ボールの厚さがＥ
２であり、前記第１のブランクの底部が前記第２のブランクの蓋の外側に固定され、
　前記第１のブランクの第１の折り曲げ線に対向する、前記第２のブランクの第３の折り
曲げ線の前記部分が切り取られ、そのオフセットが１／３×Ｅ１＋２／３×Ｅ２より少な
い、請求項１～６のいずれか一項記載のブランクのセット。
【請求項８】
　第１の折り曲げ線と実質的に合わせられ、前記第１の折り曲げ線に対向して位置する第
３の折り曲げ線の部分（９１）が押しつぶされている、請求項１又は２記載のブランクの
セット。
【請求項９】
　第１のブランクの段ボールの厚さがＥ１であり、第２のブランクの段ボールの厚さがＥ
２であり、前記第３の折り曲げ線の部分が２×（Ｅ１＋Ｅ２）よりも広い幅にわたって押
しつぶされている、請求項８記載のブランクのセット。
【請求項１０】
　第３の折り曲げ線の切り取り部又はつぶれ部（８０、８１、８２；９１）が、第１のブ
ランクのフラップのない端部を越えて延びる、請求項１～９のいずれか一項記載のブラン
クのセット。
【請求項１１】
　第２のブランクの底端部が、第２の折り曲げ線に対向し、切り取り部又はつぶれ部（８
０、８１、８２；９１）が、第１のブランクの主フラップの高さよりも少し高い長さにわ
たって上向きに伸びる、請求項１～１０のいずれか一項記載のブランクのセット。
【請求項１２】
　第１のブランクが、８つの主フラップ、すなわち中間フラップ（７′）によって互いか
ら分離され、箱の切り取り角を形成するように設計された４つの主フラップを有する、請
求項１～１１のいずれか一項記載のブランクのセット。
【請求項１３】
　ボール紙シートで作られ、少なくとも一方が段ボールで作られた、第１のブランク及び
第２のブランクの２つのブランクを含む、多角形のセクションを有する包装用箱であって
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、
　前記第１のブランクが、固定タブによって終端され、互いに対して平行である第１の折
り曲げ線によって互いに接続され、一方の側で前記第１の折り曲げ線に対して直角である
第２の折り曲げ線によって一続きのフラップに接続され、箱の底部の壁を形成するように
設計された、一続きの少なくとも４つの主フラップを含み、
　前記第２のブランクが、第３の折り曲げ線によって互いに接続され、前記第１のブラン
クの主フラップにおけるフラップのない部分にそれぞれ重ねられた少なくとも４つのパネ
ルを含み、前記箱の蓋を形成し、
　前記第１のブランクの２つの隣接しない主フラップが、前記第２のブランクの２つの対
向するパネルにそれぞれ接着されて、所定の寸法の容積を中心として前記第１及び第２の
ブランクを巻くことによって箱を折り曲げるか又は形成するときに、その相対移動が防止
され、
　前記第２のブランクの第３の折り曲げ線の少なくとも２つが、前記第１のブランクの第
１の折り曲げ線に実質的に関連して合わせられ、前記第２のブランクの１つ以上の前記第
３の線が、対応する前記第１のブランクの第１の折り曲げ線に対向する切り取り部又はつ
ぶれ部を含む、包装用箱。
【請求項１４】
　第３の折り曲げ線の、第１の折り曲げ線と実質的に合わせられ、前記第１の折り曲げ線
に対向して位置する部分が切り取られる、請求項１３記載の包装用箱。
【請求項１５】
　ブランクの前記切り取り部が、クロスヘッド型又はＴ字型である、請求項１３又は１４
記載の包装用箱。
【請求項１６】
　前記切り取り部が、その対応する第３の折り曲げ線からオフセットされる、請求項１３
～１５のいずれか一項記載の包装用箱。
【請求項１７】
　オフセットが、０．４～０．８ｍｍである、請求項１６記載の包装用箱。
【請求項１８】
　第１の折り曲げ線に対向する第３の折り曲げ線の部分が押しつぶされている、請求項１
３記載の包装用箱。
【請求項１９】
　第１のブランクの段ボールの厚さがＥ１であり、第２のブランクの段ボールの厚さがＥ
２であり、第３の折り曲げ線の部分が２×（Ｅ１＋Ｅ２）よりも広い幅にわたって押しつ
ぶされている、請求項１８記載の包装用箱。
【請求項２０】
　第３の折り曲げ線の切り取り部又はつぶれ部が、第１のブランクのフラップのない端部
を越えて延びる、請求項１３～１９のいずれか一項記載の包装用箱。
【請求項２１】
　第１のブランクが、８つの主フラップ、すなわち中間フラップによって、箱の切り取り
角を形成するように設計された４つの主フラップを有する、請求項１３～２０のいずれか
一項記載の包装用箱。
【請求項２２】
　固定タブによって終端され、互いに対して平行である第１の折り曲げ線によって互いに
連結され、一方の側で、前記第１の折り曲げ線に対して直角である第２の折り曲げ線によ
って一続きのフラップに接続され、箱の底部の壁を形成するように設計された一続きの少
なくとも４つの主フラップを含み、他方の側にフラップを有していない第１のブランク、
及び、互いに平行な第３の折り曲げ線によって互いに接続され、前記箱のための蓋を形成
する第２のブランクである、段ボールシートで作られた２つの前記第１及び第２のブラン
クから、多角形のセクションを有する包装用箱を作り出す方法であって、
　前記第２のブランクの第３の折り曲げ線の３つのうち少なくとも２つは、前記第１のブ
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ランクの第１の折り曲げ線が互いに離れて間隔が空けられるように、実質的に同じ距離だ
け互いに離れて間隔が空けられ、
　ここで、前記第３の折り曲げ線の１つ以上が、１つ以上の対応する前記第１の折り曲げ
線に対向して位置付けられるように配置された部分にわたって、底部で切り取られており
、
　前記第１のブランクの２つの隣接しない主フラップ又は前記第２のブランクの２つの対
向するパネルに接着材を与え、
　前記第２のブランクが前記第１のブランク上に配置され、前記第２のブランクの切り取
られた第３の折り曲げ線の部分が、前記第１のブランクの第１の折り曲げ線に関連して実
質的に合わせられ、
　その後、前記第２のブランクを前記第１のブランクに適用され、又はそれとは逆の位置
に適用されて、前記２つの隣接しない主フラップ及びパネルを接着し、
　前記第１のブランクに対して前記第２のブランクをスライドさせることなく、所定の容
積を中心としてブランクを巻くことによって箱が形成され、
　前記第３の折り曲げ線の前記部分が切り取られていることにより、前記主フラップ及び
パネルの曲げ、屈折又は破断が生じない箱の形成を可能にする方法。
【請求項２３】
　第２のブランクの第３の折り曲げ線の切り取り部が、接着後に第１のブランクのフラッ
プのない端部を越えて延びるように形成される、請求項２２記載の方法。
【請求項２４】
　第２のブランクが、クロスヘッド型又はＴ字型の第３の折り曲げ線の切り取り部を有し
て作り出される、請求項２２又は２３記載の方法。
【請求項２５】
　第１の折り曲げ線に対向する第３の折り曲げ線からの切り取り部が、その対応する第３
の折り曲げ線から０．４～０．８ｍｍだけオフセットされることによって切り取られてい
る、請求項２２～２４のいずれか一項記載の方法。
【請求項２６】
　固定タブによって終端され、互いに対して平行である第１の折り曲げ線によって互いに
連結され、一方の側で、前記第１の折り曲げ線に対して直角である第２の折り曲げ線によ
って一続きのフラップに接続され、箱の底部の壁を形成するように設計された一続きの少
なくとも４つの主フラップを含み、他方の側にフラップを有していない第１のブランク、
及び、互いに平行な第３の折り曲げ線によって互いに接続され、前記箱のための蓋を形成
する第２のブランクである、段ボールシートで作られた２つの前記第１及び第２のブラン
クから、多角形のセクションを有する包装用箱を作り出す方法であって、
　前記第２のブランクの第３の折り曲げ線の３つのうち少なくとも２つは、前記第１のブ
ランクの第１の折り曲げ線が互いに離れて間隔が空けられるように、実質的に同じ距離だ
け互いに離れて間隔が空けられ、
　ここで、前記第３の折り曲げ線の１つ以上が、１つ以上の対応する前記第１の折り曲げ
線に対向して位置付けられるように配置された部分にわたって、底部で押しつぶされてお
り、
　前記第１のブランクの２つの隣接しない主フラップ又は前記第２のブランクの２つの対
向するパネルに接着材を与え、
　前記第２のブランクが前記第１のブランク上に配置され、前記第２のブランクの押しつ
ぶされた第３の折り曲げ線の部分が、前記第１のブランクの第１の折り曲げ線に関連して
実質的に合わせられ、
　その後、前記第２のブランクを前記第１のブランクに適用され、又はそれとは逆の位置
に適用されて、前記２つの隣接しない主フラップ及びパネルを接着し、
　前記第１のブランクに対して前記第２のブランクをスライドさせることなく、所定の容
積を中心としてブランクを巻くことによって箱が形成され、
　前記第３の折り曲げ線の前記部分が押しつぶされていることにより、前記主フラップ及
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びパネルの曲げ、屈折又は破断が生じない箱の形成を可能にする方法。
【請求項２７】
　第１の折り曲げ線に対向する第３の折り曲げ線の部分が、１０ｍｍにわたって押しつぶ
されている、請求項２６記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は包装用箱を形成するためのブランクのセットに関し、ボール紙シート材料で作
られ、少なくとも一方は段ボールで作られた、すなわち固定タブによって終端され、互い
に対して平行である第１の折り曲げ線によって、直接又は中間フラップを介して互いに接
続され、一方の側に、前記第１の折り曲げ線に対して直角である第２の折り曲げ線によっ
て第１の一続きのフラップに接続された一続きのフラップを備え、他方の側にフラップが
なく、箱の底部の壁を形成するように設計された、第１の一続きの少なくとも４つの主フ
ラップを含む第１のブランクと、互いに対して平行な第３の折り曲げ線によって互いに接
続され、第１のブランクのフラップにおけるフラップのない部分にそれぞれ重ねられた第
２の一続きの少なくとも４つのパネルを含み、前記箱の蓋を形成するように設計された第
２のブランクとの２つのブランクを含むタイプの、包装用箱を形成するためのブランクの
セットに関する。
【０００２】
　さらに、そのようなブランクのセットによって得られる箱、及びそのような箱を作り出
すための方法に関する。
【０００３】
　段ボール強化箱の分野、及び販売に備えた、すなわち少なくとも一部がスーパーマーケ
ットの棚に留まることが意図された段ボール製箱又は包装用箱の分野に、それ専用とは限
られないが特に適用可能である。
【０００４】
　２つのブランクから得られた２片のフラップを有する包装用箱が既知である。
【０００５】
　これらの２つの部分からなる包装用箱は、次に分離して、包装用箱の一部がその後、た
とえばディスプレイとして残ることを考慮している。
【０００６】
　そのような包装用箱を得るために、外ブランクは、内ブランクよりも大きい外周を有す
る必要があるが、これは余剰厚みとして用いられるためである。
【０００７】
　第１の解決法は、外ブランクを用いて、予め接着された内ブランクをカバーすることに
あるが、これは面倒で、高速で（毎分２０ケース以上）行うことができない。
【０００８】
　別の解決法は、２つのブランクを、１８０°で折り曲げる前に予め互いに接着し、折り
曲げて接合させるか、又はカバーするために平らにすることにある。
【０００９】
　しかし、１８０°に折り曲げるか又はカバーするときに、ブランク間には必然的に非常
に高い張力があり、接着点に破断を生じさせるか、又はボール紙に裂けを生じさせるか、
もしくは箱の内壁を許容できないほど変形させることが多い。
【００１０】
　この問題を解決するために、側壁の隅の底部に大きく幅広い刻み目を有する蓋または内
部ベルトを有する包装用箱が最初に提案された（ＥＰ０６３７５４８）。
【００１１】
　これらの刻み目は、実質的にはボール紙製造業者が折り曲げたりカバーしたりするとき
に、すき間を埋めるために用いられる。
【００１２】
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　しかし、そのような解決法は、一方で大きな圧縮損失を生じさせ（２５％～３０％）、
また一方で包装用箱の良好な剛性が減じる結果となる。
【００１３】
　そこで、紙の基本重量、及びその結果として包装用箱のコストを増大させる必要がある
。
【００１４】
　さらなる提案（ＥＰ０８７６２８１）は、折り曲げるか又はカバーするときに、ブラン
ク間をスライドすることによって空隙を埋めるための手段を含む包装用箱である。
【００１５】
　そのような解決法は、多くの点で満足のいくものであるが、伸縮性があるか又は遅れて
固着する接着剤か、あるいは折り曲げ容易な部分かを用いて、ブランク間でそれらの結合
ラインでの相対的な動きを可能にすることを必要とする。現在、そのような解決法は、い
くつかのタイプのボール紙、特に低基本重量のボール紙では、実施することが困難である
可能性がある。
【００１６】
　本発明は、これらの不利点を克服することを可能にする。
【００１７】
　ブランクのセットと、包装用箱と、既知のものより実際の必要性を満たし、特に実質上
廃棄物を生成することなく、高速（毎分３０箱以上）での自動式の効果的かつすばやい組
み立てを考慮している箱を作り出す方法とを提供することを目的とする。
【００１８】
　得られた箱は、大きな剛性と、圧縮及び破壊に対する優れた耐性とを呈する。
【００１９】
　したがって、本発明は、製品を良好に展示することが考慮されている通路棚に直接置く
ことができ、従来のブランクから、複雑又は過度に難しい製造方法を必要としない包装用
箱が長年にわたって求められてきた、スーパーマーケット配送の需要を満たす。
【００２０】
　本発明のブランクのセット及び箱は、包装者によって現在用いられているものと同じ機
械で形成することができ、高度なブランク及び／又は特定の接着剤を必要とせず、低基本
重要であっても高レートを保ちながらこれを行う包装用箱を提案することによって本需要
を満たす。
【００２１】
　包装用箱の優れた耐圧縮性及び良好な堅固性は、物流配送段階全体を通して維持され、
箱のデザインは、販売時に単に蓋を切り離すことによる、製品の最適な展示をさらに考慮
している。
【００２２】
　この目的のために、本発明は特に包装用箱を形成するためのブランクのセットを提案し
、ボール紙シート材料で作られ、少なくとも一方が段ボールで作られた、すなわち固定タ
ブによって終端され、互いに対して平行である第１の折り曲げ線によって互いに接続され
、一方の側に、前記第１の折り曲げ線に対して直角である第２の折り曲げ線によって第１
の一続きのフラップに接続された一続きのフラップを備え、他方の側にフラップがなく、
箱の底部の壁を形成するように設計された、第１の一続きの少なくとも４つの主フラップ
を含む第１のブランクと、互いに平行な第３の折り曲げ線によって互いに接続され、第１
のブランクのフラップにおけるフラップのない部分にそれぞれ重ねられた第２の一続きの
少なくとも４つのパネルを含み、前記箱の蓋を形成するように設計された第２のブランク
との２つのブランクを含み、第１のブランクの２つの隣接しないフラップは、第２のブラ
ンクの２つの対向するパネルにそれぞれ接着されて、所定の寸法の容積を中心として前記
ブランクを巻くことによって箱を折り曲げるか又は形成するときに、その相対移動を防止
し、第２のブランクの第３の折り曲げ線の３つのうち少なくとも２つは、第１のブランク
の第１の折り曲げ線に実質的に関連して合わせられ、前記第３の線の１つ以上は、底部に
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、対応する第１の折り曲げ線に対向する切り取り又はつぶれ部を含む。
【００２３】
　「切り取り部」という表現は、従来技術の刻み目とは異なり、材料を除去しないで、た
とえば切削刃又はナイフによって、又は１つの実施形態では実質的に材料の除去なしで（
すなわち幅１～２ミリメートル未満のスロットによって）端から端まで切込みが入れられ
ているか又はスロットが作られた部分を意味すると理解されるべきである。
【００２４】
　「実質的に合わせられた」という表現は、ブランクを形成する紙の厚さの少なくとも総
計値に対応するが、それでも非常に小さい値、すなわち１～２ｍｍ未満の値の分、又は以
下に記載されるように、たとえば溝間０．５～０．７ｍｍで、対向する折り線に対して整
列するか（たとえば折り線の溝が折りたたまれるため）、又はさらなる特に想定された実
施形態では、わずかにオフセットすることを意味すると解釈されるべきである。
【００２５】
　本発明でさらに詳細に記載される実施形態では、折り線は単なる線であり、すなわち溝
が、山が単線的である端部を形成する。
【００２６】
　「接着して相対的な動きを防止するための接着」という表現は、引き裂いたり分離させ
たりすることなく、フラップ及びパネルの平面方向の動きを防止する接着を意味すること
が理解されるべきである。
【００２７】
　しかし、そのような接着は、適切に形成された箱のエレメントが、一方が他方を基準と
して手で横に引き裂かれることによって後に分離されて、トレイを形成する底部から蓋を
放すことを考慮していてもよい。
【００２８】
　有利な実施形態では、１つ以上の以下に続く構成を手段としてさらに用いる。
　－　２つのブランクが、段ボールで作られる。
　－　パネル間の第３の折り曲げ線すべてが、底部に切り取り又はつぶれ部を含む。
　－　第３の折り曲げ線の、第１の折り曲げ線と実質的に合わせられ、前記第１の折り曲
げ線に対向して位置する部分が切り取られる。
　－　ブランクがクロスヘッド型である。
　－　ブランクがＴ字型である。
　－　切り取り部が、対応する第３の折り曲げ線から、対面するフラップに接着されたパ
ネルに向かってオフセットされる。
　－　このオフセットが、対面するフラップに接着されたパネルに対向する側で作り出さ
れる。
　－　底部の段ボールの厚さがＥ２であり、蓋の段ボールの厚さがＥ１であり、底部が蓋
の外側に固定され、前記部分が切り取られ、そのオフセットは、実質的に１／３　Ｅ１＋
２／３　Ｅ２より少ない。
【００２９】
　用語「実質的に少ない」は、少なくとも２倍少ないことを意味するとして理解される必
要がある。
　－　底部の段ボールの厚さがＥ２であり、蓋の段ボールの厚さがＥ１であり、底部が蓋
の内側に固定され、そのオフセットは、実質的に２／３　Ｅ１＋１／３　Ｅ２より少ない
。
　－　第３の折り曲げ線の、第１の折り曲げ線と実質的に合わせられ、第１の折り曲げ線
に対向して位置する部分が押しつぶされる。
　－　底部の段ボールの厚さがＥ２であり、蓋の段ボールの厚さがＥ１であり、つぶれが
、２×（Ｅ１＋Ｅ２）よりも広い幅にわたってなされる。
　－　第３の折り曲げ線の切り取り又はつぶれ部が、第１のブランクのフラップのない端
部を越えて、たとえば０．５ｍｍ～２ｍｍの距離だけ延びる。
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　－　第２のブランクの底端部が、第２の折り曲げ線に対向するか又は実質的に対向し、
切り取り又はつぶれ部が、第１のブランクのフラップの高さよりも少し高い長さにわたっ
て上向きに伸びる。「少し高い」という表現は、約１～２ｍｍ以上で、その距離によって
ブランクの端部を越えることを意味すると理解される必要がある。
　－　第１のブランクが、８つのフラップ、すなわち中間フラップによって互いから分離
され、箱の切り取り角を形成するように設計された４つの主フラップを有する。本ケース
では、フラップ間に７つの折り曲げ線があり、４面の包装用箱のように３つではない。第
３の折り曲げ線の数は、実質的に第１の折り曲げ線と合わせられ、３つのうち２以上であ
り、たとえば７つのうち少なくとも５つである。
　－　第２のブランクが、第３の折り曲げ線に対して直角な第４の折り曲げ線によってパ
ネルに接続された、一続きのフラップを含む。
　－　第２のブランクが、第３の折り曲げ線によって隣接するパネルに接続され、対応す
る隣接するパネルの一部のみに沿って延び、第１のブランクの固定タブの一部に対面する
か、又はそれに対してオフセットされた固定タブを含む。
　－　第２のブランクが、第３の折り曲げ線によって隣接するパネルに接続され、第１の
ブランクの一続きのフラップの固定タブ側、すなわち第１のブランクの外側に対向する側
に位置する固定タブを含む。
　－　第２のブランクが、第３の折り曲げ線によって隣接するパネルに接続され、第１の
ブランクの一続きのフラップの固定タブと同じ側に対向して位置し、より幅広い。
　－　第１のブランクが、箱が形成されたときに第２のブランクの外側に位置するか又は
位置するように構成される。
　－　第１のブランクが、箱が形成されたときに第２のブランクの内側に位置するか又は
位置するように構成される。
【００３０】
　本発明は、上述のようなブランクのセットとともに得られる箱をさらに提案する。
【００３１】
　そのような箱は堅固であり、破壊によらない限り折り曲げ可能ではない。
【００３２】
　また、多角形のセクションを有する包装用箱を得ることを可能にし、ボール紙シートで
作られ、少なくとも一方が段ボールで作られた、すなわち固定タブによって終端され、互
いに対して平行である第１の折り曲げ線によって互いに接続され、箱の底部の壁を形成し
、一方の側で、前記第１の折り曲げ線に対して直角である第２の折り曲げ線によって一続
きのフラップに接続され、箱の底部の壁を形成するように設計された一続きの少なくとも
４つの主フラップを含み、他方の側にフラップを有していない第１のブランクと、互いに
平行な第３の折り曲げ線によって互いに接続され、第１のブランクのフラップにおいてフ
ラップのない部分にそれぞれ重ねられた少なくとも４つのパネルを含み、前記箱の蓋を形
成する第２のブランクとの２つのブランクを含み、第１のブランクの２つの隣接しないフ
ラップは、第２のブランクの２つの対向するパネルにそれぞれ接着されて、所定の寸法の
容積を中心として前記ブランクを巻くことによって箱を折り曲げるか又は形成するときに
、その相対移動を防止し、第２のブランクの第３の折り曲げ線の３つのうち少なくとも２
つは、第１のブランクの第１の折り曲げ線に実質的に関連して合わせられ、前記第３の線
の１つ以上が、底部に、対応する第１の折り曲げ線に対向する切り取り又はつぶれ部を含
む。
【００３３】
　有利なことには、切り取り部のブランクは、クロスヘッド型又はＴ字型である。
【００３４】
　別の有利な実施形態では、切り取り部は、対応する第３の折り曲げ線から、たとえば１
／３　Ｅ１＋２／３　Ｅ２（底部のボール紙の厚さがＥ２であり、蓋のボール紙の厚さが
Ｅ１である）よりも実質的に小さい値だけ、たとえばおよそ０．４～０．８ｍｍオフセッ
トされる。
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【００３５】
　さらに有利には、第３の折り曲げ線部分が押しつぶされ、つぶれが、２×（Ｅ１＋Ｅ２
）よりも広い幅、有利には約１０ｍｍにわたってなされる。
【００３６】
　有利な実施形態では、第３の折り曲げ線の切り取り又はつぶれ部は、第１のブランクの
フラップのない端部を越えて延びる。
【００３７】
　本発明は、上述のタイプの多角形セクション、及び／又は上述のブランクのセットを有
する包装用箱を作り出すための方法をさらに提案する。
【００３８】
　本発明は、段ボールシートで作られた、すなわち固定タブによって終端され、互いに対
して平行である第１の折り曲げ線によって互いに連結され、箱の底部の壁を形成し、一方
の側で、前記第１の折り曲げ線に対して直角である第２の折り曲げ線によって一続きのフ
ラップに接続され、箱の底部の外壁を形成するように設計された一続きの少なくとも４つ
の主フラップを含む第１のブランクと、互いに平行な第３の折り曲げ線によって互いに接
続され、前記箱のための蓋を形成する第２のブランクとの２つのブランクとから、多角形
のセクションを有する包装用箱を作り出す方法をさらに提案し、前記第３の折り曲げ線の
１つ以上は、１つ以上の対応する第１の折り曲げ線に対向して位置付けられるように配置
された部分にわたって、底部で切り取られ、及び／又は押しつぶされ、２つの隣接しない
フラップ又はパネルは接着され、第２のブランクが第１のブランク上に配置され、第２の
ブランクの切り取られた及び／又は押しつぶされた第３の折り曲げ線の部分は、第１のブ
ランクの第１の折り曲げ線に関連して実質的に合わせられ、第２のブランクはその後第１
のブランクに適用されるか又はその反対にされて、２つの隣接しないパネル及びフラップ
を接着し、第１のブランクに対して第２のブランクをスライドさせることなく、所定の容
積を中心としてブランクを巻くことによって箱が形成され、第３の折り曲げ線の部分でな
される切り取り又はつぶれ部が、箱のフラップ及びパネルの折り曲げ、つぶれ又は引き裂
きをしない形成を可能にする。
【００３９】
　有利には、第３の折り曲げ線の切り取り及び／又はつぶれ部は、接着後に第１のブラン
クのフラップのない端部を越えて延ばすことによって形成される。
【００４０】
　有利な実施形態では、第３の折り曲げ線の部分は、クロスヘッド型又はＴ字型に切り取
られる。
【００４１】
　有利には、切り取り部は、第３の折り曲げ線から、たとえば対面するフラップに接着さ
れたパネルに向かってオフセットされる。
【００４２】
　有利な実施形態では、オフセットは、およそ０．４～０．８ｍｍである。
【００４３】
　さらに有利には、第３の折り曲げ線の、第１の折り曲げ線に対向する部分は、たとえば
およそ１０ｍｍにわたって押しつぶされる。
【００４４】
　本発明は、以下に続く、非制限的な例のための下記の実施形態の記載を読むことによっ
て、よりよく理解される。
【００４５】
　添付の図面を参照する。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】本発明に一致しない、オフセットした折り線を有し、スライドを可能にするブラ
ンクのセットの、斜視的な平面図を示す。
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【図２】本発明の、マンドレルを中心として、滑動することなく折り曲げるか又はカバー
するための、片寄った折り線を有していないブランクのセットの、斜視的な平面図を示す
。
【図３Ａ】本発明の、マンドレルを中心としてカバーする場合に接着可能な、すなわちマ
ンドレルの両側で接着するタイプのブランクの平面図である。
【図３Ｂ】本発明の、マンドレルを中心としてカバーする場合に接着可能な、すなわちマ
ンドレルの上下で接着するタイプのブランクの平面図である。
【図４】本発明の１つの実施形態の、マンドレルを中心として箱を形成する工程を、斜視
的に示す。
【図５】本発明の１つの実施形態の、マンドレルを中心として箱を形成する工程を、斜視
的に示す。
【図６】図５の箱と、カバー中にかけられる応力とを、断面で示す。
【図７】本発明のブランクのセットの実施形態の斜視図を示す。
【図８】代表的な切り取り部を示す。
【図９】本発明のクロスヘッド型ブランクの実施形態を示す。
【図１０】本発明のクロスヘッド型ブランクの実施形態を示す。
【図１１】つぶれ部を有する本発明のブランクのセットの別の実施形態の斜視的な平面図
である。
【図１２】９０°に折り曲げられた段ボールのブランクの断面図である。
【図１３】本発明の、折り曲げ線がスライドすることなく実質的に対面しているときの一
方の側の、切り取られるか又は押しつぶされる第３の折り曲げ線部分のレベルにおける、
折り曲げる前の２つの重ねられたブランクを断面で示す。
【図１４】スライドが可能であるときの他方の側の、切り取られるか又は押しつぶされる
第３の折り曲げ線部分のレベルにおける、折り曲げた後の２つの重ねられたブランクを断
面で示す。
【発明を実施するための形態】
【００４７】
　図１は、従来の接着行なう８面の箱用のブランクのセット１を示し、すなわち、１面だ
けにおいて、マンドレルを囲むようにカバーする前にブランク間での相対的なスライドが
可能になる。
【００４８】
　より詳細には、ブランクのセット１は、段ボールで作られた２つのブランク、すなわち
、より狭い幅の中間の矩形フラップ７によって分離され、固定タブ８によって終端された
第１の一続きの４つの主たる矩形フラップ３、４、５、６を含む第１のブランク２を含む
。フラップ及びタブは、互いに平行な第１の折り曲げ線９によって、互いに接続される。
【００４９】
　さらに、一続きのフラップは、一方の側に、第１の折り曲げ線に対して直角な第２の折
り曲げ線１１によって、それぞれ主フラップに接続されている一連のフラップ１０を備え
る。
【００５０】
　第１のブランクのフラップは、低い高さと呼ばれる第１の高さｈ、たとえば５ｃｍであ
る。
【００５１】
　これらは、他方の側にはフラップがなく、箱の底部の壁を形成するように設計される。
【００５２】
　第２のブランク１２は、中間の矩形パネル１７によって分離された第２の一続きの、少
なくとも４つの主たる矩形パネル１３、１４、１５、１６を含み、第３の折り曲げ線１９
によって、タブ１８とともに互いに対して平行に接続され、箱の蓋を形成するように設計
される。
【００５３】
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　第２のブランクのパネルは、第１のブランクの第１の一続きのフラップにおけるフラッ
プのない部分の、対応するフラップにそれぞれ重ねられる。
【００５４】
　従来技術によるスライディングを有する本実施形態では、カバリング用マンドレルの軸
２０がさらに示され、その表面は、パネル１４及びフラップ４から形成される単一の接着
対（接着線２１）に適合される。
【００５５】
　そして、カバリングを可能にするために、第１の折り曲げ線９及び第３の折り曲げ線１
９は、カバリング中に次第にオフセットされて、取り上げられる内側ブランクに対する外
側ブランクの遊びを可能にする必要がある。
【００５６】
　これは結果として、最後のフラップ６のレベルでの大幅な最終オフセットΔとなり、ボ
ール紙のいくらかの厚さ、すなわち数ミリメータ、たとえば４～８ｍｍに相当する可能性
がある。
【００５７】
　そして次に、図２はここで、本発明の実施形態のブランクのセット２２を示す。
【００５８】
　以下、同一又は類似したエレメントを示すために同じ参照番号を用い、場合によっては
インデックスを割り当てる。
【００５９】
　セット２２は、セット１に類似し、ボール紙材料で作られた２つのブランクを含み、そ
のうち少なくとも一方が段ボールである。
【００６０】
　より詳細には、中間のフラップ７′によって分離され、固定タブ８′によって終端され
た第１の一続きの、少なくとも４つの主たるフラップ３′、４′、５′、６′を含む第１
のブランク２′を含み、フラップ及びタブは、互いに平行である第１の折り曲げ線９′に
よって、互いに接続される。
【００６１】
　この一続きは、一方の側に、第１の折り曲げ線に対して直角な第２の折り曲げ線１１′
によって第１の一続きのフラップに接続された、一続きのフラップ１０′を備え、他方の
側にはフラップがない。
【００６２】
　この第１の一続きのフラップは、このセットによって作り出される箱の底部の壁を形成
するように設計される。
【００６３】
　第２のブランク１２′は、中間の矩形パネル１７′によって分離された第２の一続きの
、少なくとも４つの主たる矩形パネル１３′、１４′、１５′、１６′を含み、エンドタ
ブ１８′を備え、箱の蓋を形成するために備えられる。
【００６４】
　パネル及びタブは、互いに平行な第３の折り曲げ線１９′によって互いに接続され、第
２のブランク１２′のパネルは、第１のブランク２′のフラップのおけるフラップのない
部分に重ねられる。
【００６５】
　本発明によれば、２つの非隣接フラップ、本ケースの場合フラップ３′及び５′は、２
つの接着剤の線２１′（たとえば「ホットメルト」接着剤として知られる接着剤）を介し
て、対面するパネル１３′及び１５′にそれぞれ接着される。
【００６６】
　３つの第３の折り曲げ線１９′のうち少なくとも２つ、本ケースの場合この８面の包装
用箱の７つのうち５つ、すなわち第２のブランクの連続するパネル１３′、１７′、１４
′、１７′、１５′、１７′間に位置する第３の折り曲げ線は、実質的に第１のブランク
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の対応する第１の折り曲げ線９′と関連して合わせられる。
【００６７】
　この第２のブランクの折り曲げ線１９′は、以下に詳述される。既に述べられているが
、これら３つの第３の折り曲げ線１９′のうち少なくとも２つは、底部（領域２３）に、
対応する第１の折り曲げ線に対向する、切り取り又はつぶれ部を含む。
【００６８】
　カバリングがなされると、上部の２つのパネル及びフラップが接着され、最後にカバー
されたフラップのレベルでのオフセットΔ′は、用いられるボール紙に依存するが、ボー
ル紙の厚さ３ｍｍに対して非常に小さく（ボール紙の厚さ１／２又はそれ以下、たとえば
１．５ｍｍ未満）なる。
【００６９】
　図３Ａ及び３Ｂは、本発明の２つの実施形態のブランクのセットを示し、一方の２４は
、２つのパネル２５、２７に、マンドレルＭ（図３Ａ）の横面上に押し付けられる接着部
を有し、他方の２９は、マンドレル（図３ＡＢ）の上下に位置する面２６、２８上でなさ
れる接着を表す。
【００７０】
　これら２つのセットの第１のブランク３０及び３１は、棚の上で得られる底部のタイプ
に依存して、異なる形状を有することができる。
【００７１】
　図３Ａでは、第１のブランクは、高さの低い部分３２を含み、製品が提示されたときに
よりよく示す全面パネルを提示することを可能にする。
【００７２】
　図３Ｂは、第１のより従来的なブランクを示し、矩形フラップ３３が備えられる。
【００７３】
　さらに、本ケースの場合、第２のブランクは、本質的に既知の方法で、蓋の上部を形成
するように設計された、第２の一続きの実質的に矩形のフラップ３４を有する。
【００７４】
　これらの他方の側は、本発明のすべてのブランクのセットのように、第１のブランクの
側にはフラップがない。接着は、図３Ａでは矩形フラップ２５及び２７上の３５で、図３
Ｂでは矩形フラップ２６及び２８上の３６でなされ、最後のフラップ（制約なく自由に折
り曲げられる）は、本ケース（図３Ａ）の場合、マンドレルの上部のフラップであり、他
のケース（図３Ｂ）では、横フラップである。
【００７５】
　有利なことには、オリフィス３７が設けられて、製品が棚上に配置されたときに、既知
の方法でトレイを形成する底部の分離を支援する。
【００７６】
　図４及び５は、本発明の第２のブランクのセット４２及び４３から箱を作り出す工程３
８、３９、４０及び４１を示す。
【００７７】
　３つの第３の折り曲げ線４４、４５及び４６は、第１のブランクの第１の折り曲げ線４
７、４８、４９が離れて間隔が空けられているように、実質的に同じ距離分だけ離れて間
隔が空けられている。
【００７８】
　３つの第３の折り曲げ線は、その後、対応する第１の折り曲げ線に対面して配置される
ように整列させた部分の上で、底部（５０）で切り取られ、及び／又は押しつぶされる。
【００７９】
　そして、２つの隣接していない対向するフラップ５４及び５５が接着される（接着線５
２及び５３）。第２のブランクは、その後第１のブランク上に配置され、第２のブランク
４３の３つの切り取られるか又は押しつぶされた折り曲げ線は、実質的に第１のブランク
の第１の折り曲げ線に関連して合わせられる。
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【００８０】
　続いて、第３の折り曲げ線４４、４５、４６の切り取り又はつぶれ領域５０を、第１の
折り曲げ線４７、４８、４９と、それらの全高より上で、１つの実施形態ではわずかに高
い高さで重ね合わせ、当該領域が、第１のブランク４２のフラップのない端部５６の上に
延びる。
【００８１】
　第２のブランクは、その後第１のブランクに適合され（工程３９）、２つのパネルと２
つの隣接しないフラップとをともに接合して、ブランクの平面方向へのあらゆる平行的な
動きが、２つのボール紙片のうち１つを破壊することなく、すなわち引き裂く及び／又は
分離させることなく不可能になるようにする。
【００８２】
　このブランクのアセンブリは、その後マンドレル５７の下に、本ケースでは非接着側５
８の下に位置付けられ、ブランクのアセンブリは、最後のパネル６１及びフラップ６２の
レベルを除いて、マンドレルの所定の容積を中心として、第２のブランクを第１のブラン
クに対してスライドさせることなく巻くことによって折り曲げられ（図５）、一方の側は
自由なままに維持される。
【００８３】
　そして、本発明の第３の折り曲げ線の部分に提供された切り取り又はつぶれは、箱のフ
ラップ及びパネルの曲げ、つぶれ又は引き裂きをしない形成を可能にする。
【００８４】
　図６に見られるように、カバリング中に、強いせん断張力及び力（矢印５９）が、接着
線６０上に加えられる。
【００８５】
　しかし、上述の実施形態では、張力も、そしてその結果マンドレル上に位置する最後の
パネル６１及び対応するフラップ６２の自然なずれもなく、互いに接着されることもない
。
【００８６】
　本発明で説明された手段が実施されなかった場合、通常は結果として、接着線を破断す
るか、又は角又は内部ベルト上で折り目の外観を引き裂くことが理解できる。
【００８７】
　第３の折り曲げ線の底部を調節することによって（切り取り及び／又はつぶれ）、カバ
リング中及び／又は折り目自体のレベルにおける空隙を塞ぐ間、切り取り線及び／又はマ
ッシュ部の長さに対応する距離にわたって、ボール紙のマッシュ部が得られ、距離は、対
向する底部の高さと同じか又はそれ以上である。
【００８８】
　図７は、ブランクのセット６３、すなわち第１のブランク６４の斜視図を示し、第１の
折り曲げ線６９によって互いに連結され、第２の折り曲げ線７１によって、一続きのフラ
ップ７０に連結された４つの矩形フラップ６５、６６、６７、６８を含む。フラップは、
フラップのない端部７２と、第２の折り曲げ線７１との間に、高さｈを有する。
【００８９】
　本セットは、第３の折り曲げ線７９によって互いに連結された４つの矩形パネル７５、
７６、７７、７８を備える第２のブランク７３を含み、それぞれが、ｅ＝１又は２ｍｍで
ある場合高さｈ＋ｅを備え、クロスヘッド構成に切り込まれる底部８０、８１、８２を含
む。
【００９０】
　より詳細には、３つの第３の折り曲げ線７９の３つの底部８０、８１及び８２は、クロ
スヘッド又は逆Ｌ字形状の単一の垂直切り取り線によって切り取られ、部分８０に対する
パネル７５に向かって、部分８１に対するパネル７６に向かって、及び部分８２に対する
パネル７８に向かって１ｍｍ前後のわずかなオフセットｄがある。
【００９１】
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　垂直切り取り線は、蓋によって形成された第２の内側ブランク７３の底部から始まって
、図に示されるように、外側ブランクの高さｈよりもわずかに、たとえば１又は２ｍｍ長
い距離にわたって、上に向かって延びる。
【００９２】
　図８は、３つの代表的な垂直の切り取り部８３、８４及び８５、すなわち、ブランクの
中心から外側に向かって面しているクロスヘッド形状の切り取り部８３と、内側に向かっ
て面するクロスヘッド形状の切り取り部８４と、Ｔ字型の切り取り部８５とを示す。
【００９３】
　クロスヘッド又はＴ字の分岐は、たとえば長さ１～２ｍｍである。
【００９４】
　底部の主分岐８６は、第３の折り曲げ線８７に関連してオフセットすることができるか
、又はその延長（分岐８８）に位置させることができる（図１０）。
【００９５】
　選択された切り取りモード、クロスヘッド又はＴ字のバーの幅は、包装用箱及びボール
紙に依存し、最良の位置付けは、当業者の範囲内の方法で試行錯誤によって見つけられ、
特にブランクの厚さ及び用いられる紙の基本重量による。
【００９６】
　図１１は、本発明の、図７を参照して記載されたタイプのブランクのセット９０の別の
実施形態を示す。
【００９７】
　本ケースでは、第３の折り曲げ線の底部９１は、幅ｂ、たとえば約１ｃｍにわたって　
マッシュ部を有するか又は押しつぶされ、値ｉ分だけ、たとえば５ｍｍ相当分だけ外側ベ
ルトの上端上に延びる。
【００９８】
　このようなつぶれ部は、本質的に既知の方法で行われ、第１の対面する折り曲げ線６９
にかかって位置する。
【００９９】
　また、図９及び１０の切り取り部を参照して記載されたように、左又は右にオフセット
されてもよい。
【０１００】
　図１２は、段ボールの折り曲げ部９２を示し、当業者のために、内壁の厚さＥの２／３
に位置する中間の繊維９３を図示する。
【０１０１】
　２つの重ねられたブランクを正しくカバリングすることを確実にするために、当業者に
おいては、その後演繹的に、内側ブランクの対応する折り曲げ線に関連して、後者の厚さ
に従って、外側ブランクの折り曲げ線をオフセットするように導かれる。
【０１０２】
　実際、外側ブランクの各折り曲げ線は、内側ブランクの厚さの１／３だけ連続してオフ
セットされる必要があり、これに対して、外側ブランクの厚さの２／３が加えられる必要
があり、寸法はカバリングが進むにつれて統合される。
【０１０３】
　したがって、本発明では、図１３及び１４の左手の部分で図示される断面図に見られる
ように、そこから非常に異なる。
【０１０４】
　ここで、内側ブランク９４は、結合点９６によって、外側ブランク９５に対して動かな
くされる。
【０１０５】
　より詳細には、及び本発明の実施形態でさらに詳しく記載されたように、第１の外側ブ
ランク９５は、段ボールシート材料から作られており、溝（折り曲げ線の基本線）によっ
て画定された第１の折り曲げ線９９によって互いに連結された、隣接するフラップ９７及
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【０１０６】
　第２の内側ブランク９４は、第３の折り曲げ線１０２によって互いに連結され、その底
部が上述のように、たとえば本ケースでは切り取り部１０３で画定されたパネル１００、
１０１を含む。
【０１０７】
　平らに置くと（図１３）、第２のブランクのパネル１００、１０１は、第１のブランク
のフラップ９７、９８のフラップのない部分にそれぞれ重ねられ、パネル１０１は、接着
（点９６）によってフラップ９８に固定される。
【０１０８】
　別の隣接しないフラップ（図示せず）もまた、フラップ９７の他方の側に接着によって
固定されるため、マンドレル１０４を中心としてブランクを巻くことによって箱を折り曲
げるかまたは形成するときに、相対移動ができないようにされる。
【０１０９】
　線９９は、線１０２と実質的に合わせられる。したがって、溝９９及び１０２間に、紙
の厚さおよそ６枚分のわずかなオフセットｄがある。
【０１１０】
　記憶のために、図１３及び１４の右手部分は、他の場合に自由なカバリング中に観察さ
れた滑りがある従来のオフセットを示す。
【０１１１】
　そして、オフセットの幅は、１／３×Ｅ１＋２／３×Ｅ２程度であり、Ｅ１及びＥ２は
、それぞれ第２及び第１のブランクの厚さを表す。
【０１１２】
　本ケースでは、Ｅ１＝３ｍｍ及びＥ２＝１．５ｍｍの場合、２ｍｍ程度のオフセットが
ある。
【０１１３】
　本発明では、オフセットは０．５～７ｍｍになる。
【０１１４】
　当然ながら、また前記の結果として、本発明は、より詳しく記載された実施形態に限定
されない。それどころか、すべての変形及び、特に第３の折り曲げ線の底部につぶれ及び
切り取りの両方があるもの、及び／又は底部すべてがマッシュ部を有する及び／又は切り
取られる場合を包含する。
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